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お問い合わせは

東京都南多摩東部建設事務所　工事課
〒194-0021　東京都町田市中町１－３１－１２

○事業に関すること　道路設計係
　　　　　　　　　　　電話０４２－７２０－８６４２

○測量に関すること　測量係
　　　　　　　　　　　電話０４２－７２０－８６４９

　用地取得の対象となる土地について、周辺の土地との境界を確認のうえ、取得する
用地の面積を確定する作業です。

●公共用地（水路・道路等）との境界立会い
　　水路、都道、市道と隣接する土地（民有地）との境界は、各々の公共施設管理者
　と土地所有者との間で立会い、確認いただきます。

●民有地と民有地との境界立会い
　　隣接する民有地と民有地との境界は、それぞれの所有者との間で立会い、確認い
　ただきます。境界立会いの結果、境界線及び境界点を確認後、署名押印をお願いし
　ます。
　
　　境界立会の日時については、東京都南多摩東部建設事務所より、別途「封書」に
　より通知させていただきます。
　　なお、測量作業を行なう者は、東京都の腕章を着用し、東京都発行の身分証明書
　を携帯しております。

用地測量について
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事業概要

●円滑な道路交通の確保

●安全で安心な歩行空間の整備

●防災機能の強化（ライフラインの安定供給の確保）

標準断面図

※　この図面はイメージであり、今後の検討・協議等により変更になる場合があります。

事業区間　　延長：約420m　幅員：17m


